
学校担当者様用  

 
 

 
 

本県奨学資金は、福島県出身者であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由

により修学困難と認められるものに対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等

を図り、健全な社会の発展に資することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高専   
 

 

 

 

 

 

 

< 募 集 期 間 >  令和６年７月１日から令和６年９月３０日 

※学校への提出期限は各学校が指定する日となります 
  

< 対  象  者 > 

① 福島県内に住所を有する高校生等であって、令和７年４月に大学・短期大学への進学を予定する者 

② 福島県内に住所を有する中学生等であって、令和７年４月に、高等専門学校

（略称：高専）への進学を予定する者 

 

<募集の種類・貸与額等> 

【Ａ】 入学一時金（一括貸与）  

募集人員  １００名程度 

貸 与 額  ５０万円 

貸与方法  大学等の合格状況を確認の上採用を決定し、令和７年２月以降一括振込予定 

 

【Ｂ】 奨学資金（月額貸与） 

募集人員  １００名程度 

貸与月額  〔大学生・短期大学生〕 国公立 ３５，０００円 ／ 私立 ４０，０００円 

          〔高等専門学校生〕 １８，０００円 

貸与期間  令和７年４月分から在学する学校の正規の修業期間、５月下旬以降毎月振込予定 

 

 < 申 込 の 方 法 > 

・ 原則として、各中学校を通して行います 

・ 【Ａ】入学一時金 と 【Ｂ】奨学資金（月額貸与）は、 

両方又はいずれか一方だけを申し込むことができます (※提出書類は１部で可) 

 

※申請に必要な書類を学校へ提出        月   日まで 
 

 

福島県奨学生予約募集の案内 
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